放課後児童クラブ利用料　口座振替の手続きについて
利用料は口座振替での納入をお願いしています。

◎　取扱金融機関
　　口座振替には、市内に本支店がある金融機関及び郵便局（ゆうちょ銀行）の預金口座をご利用できます。
　　インターネットバンキング（ネット銀行）の口座は指定できません。

◎　手続き方法
　　「放課後児童クラブ利用料納付書等送付依頼書」に必要事項を記入し、預金口座で使用されている印鑑を押し、各児童クラブに提出してください。

※　銀行への提出ではありませんので、お気をつけください。
※　同時に２人以上の児童が入会している世帯の方は、依頼書は１部のみで手続きが完了します。
※　前年度に口座登録済みの方で、変更のない方につきましては、提出は不要です。

◎　口座振替の開始
　　口座振替の開始決定については別途通知いたしませんが、金融機関への照会で不備があった場合は、再度ご連絡いたします。

·  押印不鮮明、支店名の間違い等が見受けられますので、ご確認ください。

◎　振替日
①　４・５月は６月末日、６・７月分は７月末日です。（休日の場合は次の平日）
　２ヵ月分まとめての引き落としになりますので、ご注意ください。
それ以外は当該月末日（休日の場合は次の平日）となります。引き落としが確実にできるよう、振替日の前日までに残高を確認してください。
②　残高不足等で引き落としができない場合は、翌月の１０日頃までに納付書を郵送いたしますので、金融機関・コンビニエンスストア等で納付してください。納期限後の再引き落としはいたしません。

◎　口座名義人や振替口座の変更
　　改めて手続きが必要となりますので、放課後児童クラブまたはこども若者支援課にご連絡ください。

お問い合わせ　　　　　　　　　　　　
苫小牧市役所　こども未来部　こども若者支援課
　　　　　　　　　　　　（本庁舎　１階１６番窓口）　　　　
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